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規

則

青
森
県
海
面
漁
業
調
整
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
百
九
号

青
森
県
海
面
漁
業
調
整
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
海
面
漁
業
調
整
規
則

(

昭
和
四
十
三
年
二
月
青
森
県
規
則
第
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
五
条
中｢

な
ら
び
に｣

を｢

及
び｣

に
改
め
、
同
条
の
表
中｢

下
北
郡
川
内
町
熊
野
川
口｣

を

｢

む
つ
市
熊
野
川
口｣

に
、｢

下
北
郡
川
内
町
大
字
宿
野
辺｣

を

｢

む
つ
市
川
内
町
宿
野
部｣

に
、

｢

行
な
う｣

を

｢

行
う｣

に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
の
表
中

｢

尻
矢
崎
灯
台｣

を

｢

尻
屋
埼
灯
台｣

に
、｢

龜
田
郡
恵
山
灯
台｣

を

｢

函

館
市
恵
山
岬
灯
台｣

に
改
め
る
。

第
四
十
二
条
の
表
中

｢

尻
矢
崎
灯
台｣

を

｢

尻
屋
埼
灯
台｣

に
、｢

龜
田
郡
恵
山
灯
台｣

を

｢

函

館
市
恵
山
岬
灯
台｣

に
、｢

竜
飛
灯
台｣

を｢

龍
飛
埼
灯
台｣

に
、｢

白
神
灯
台｣

を｢

白
神
岬
灯
台｣

に
、｢

な
ら
び
に｣

を

｢

及
び｣

に
、｢

行
な
う｣

を

｢

行
う｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
中

｢登
記
簿
謄
本
｣

を

｢登
記
事
項
証
明
書
｣

に
改
め
る
。

別
表
第
三
中

｢竜
飛
灯
台
｣

を

｢龍
飛
埼
灯
台
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
九
百
二
十
九
号

公
有
水
面
埋
立
法

(

大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
五

年
五
月
十
六
日
免
許
し
た
公
有
水
面
の
埋
立
て
に
つ
い
て
、
同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
平
成
十
七
年
十
二
月
五
日
次
の
と
お
り
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
し
ゅ
ん
功
の
認
可
を
し
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

な
お
、
免
許
等
の
関
係
図
書
の
写
し
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
す
る
日
ま

で
三
沢
市
役
所
に
備
え
置
い
て
閲
覧
に
供
さ
れ
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

青 森 県 報�������	�
� �� 第2567号�

�
�
�
�



� �

一

認
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

１

認
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県

２

代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
知
事

三
村

申
吾

二

埋
立
区
域

１

位
置

三
沢
市
港
町
一
丁
目
三
か
ら
五
の
地
先
公
有
水
面

２

区
域

次
の
①
の
地
点
か
ら
⑫
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
直
線
で
結
ん
だ
線
及
び
⑫
の
地
点
と
①
の
地

点
を
直
線
で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

三
沢
市
鹿
中
二
丁
目
五
八
の
一
三
七
に
設
置
さ
れ
た
三
等
三
角
点

(

大
津)

(

北

緯
四
〇
度
四
〇
分
五
六
秒
・
五
四
一
九
、
東
経
一
四
一
度
二
五
分
三
〇
秒
・
七
四

一
三)

か
ら
一
二
二
度
二
六
分
五
五
秒
一
、
四
五
四
・
二
五
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

②
の
地
点

①
の
地
点
か
ら
三
四
六
度
三
一
分
一
五
秒
二
一
・
九
九
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点

②
の
地
点
か
ら
七
六
度
三
三
分
五
五
秒
四
九
・
九
九
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点

③
の
地
点
か
ら
一
六
六
度
三
三
分
五
五
秒
一
七
・
七
五
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点

④
の
地
点
か
ら
七
六
度
三
三
分
五
五
秒
一
一
〇
・
五
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑥
の
地
点

⑤
の
地
点
か
ら
三
四
六
度
三
三
分
五
五
秒
一
四
・
五
七
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑦
の
地
点

⑥
の
地
点
か
ら
七
六
度
三
三
分
五
五
秒
三
〇
・
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑧
の
地
点

⑦
の
地
点
か
ら
一
六
六
度
三
三
分
五
五
秒
二
七
・
三
八
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑨
の
地
点

⑧
の
地
点
か
ら
七
六
度
三
三
分
五
五
秒
一
〇
・
三
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑩
の
地
点

⑨
の
地
点
か
ら
一
六
六
度
三
二
分
五
三
秒
一
四
・
九
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑪
の
地
点

⑩
の
地
点
か
ら
二
五
六
度
三
三
分
五
五
秒
一
五
〇
・
八
〇
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑫
の
地
点

⑪
の
地
点
か
ら
三
四
六
度
二
八
分
〇
四
秒
二
三
・
五
一
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

五
、
五
八
九
・
二
五
平
方
メ
ー
ト
ル

青
森
県
告
示
第
九
百
三
十
号

河
川
区
域
の
廃
止
に
よ
り
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
る
の
で
、
河
川
法
施
行
令

(

昭
和
四
十
年
政
令
第

十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
一
箇
月
間
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び

十
和
田
県
土
整
備
事
務
所
に
備
え
置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

河
川
の
名
称

一
級
河
川

高
瀬
川
水
系
古
間
木
川

二

廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日

平
成
十
七
年
十
二
月
十
四
日

三

廃
川
敷
地
等
の
位
置

三
沢
市
大
字
犬
落
瀬
字
古
間
木
一
六
三
の
七
及
び
一
六
三
の
一
九
地
内
並
び
に
同
市
字
古
間
木

山
六
八
の
三
三
地
先
、
六
八
の
三
三
、
六
八
の
一
六
六
及
び
六
八
の
一
六
七
地
内

四

廃
川
敷
地
等
の
種
類
及
び
数
量

雑
種
地

一
六
四
・
九
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
七
年
十
一
月
三
十
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
桜
の
会

三

代
表
者
の
氏
名
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寺
田

聡

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

青
森
市
岡
造
道
二
丁
目
一
一
の
二
四

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
青
森
市
及
び
周
辺
地
域
に
存
在
す
る
知
的
障
害
者
及
び
そ
の
家
族
に
対
し
地
域

で
自
立
し
て
生
活
し
て
い
け
る
社
会
の
実
現
を
図
る
た
め
の
地
域
生
活
支
援
事
業
を
行
う
こ
と
に

よ
っ
て
、
地
域
住
民
と
の
共
生
を
目
指
し
、
地
域
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
田
子

町
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
十
七
年
十
二
月
六
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

収

用

委

員

会

収
用
の
裁
決
手
続
開
始
の
決
定

土
地
収
用
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
収
用

の
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
十
四
日

青
森
県
収
用
委
員
会
会
長

平

田

由

世

一

起
業
者
の
名
称

青
森
県

二

事
業
の
種
類

弘
前
広
域
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
三
・
七
号
弘
前
黒
石
線

三

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
地
積
等

別
表
１
の
と
お
り

四

土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

別
表
２
の
と
お
り

五

土
地
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏
名
、
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類

な
し

六

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
年
月
日

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

別
表
１
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
､
地
番
､
地
目
及
び
地
積
等

別
表
２
土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

青 森 県 報�������	�
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地
目

地
積
(㎡
)

土
地
の
所
在

地
番

公
簿
現
況
公
簿
実
測

収
用
し
よ
う
と

す
る
土
地
の
面

積
(㎡
)

青
森
県
弘
前
市

大
字
御
幸
町

18番
27

宅
地

公
衆
用

道
路

94.41
94.45

94.45

氏
名

住
所

持
分
10分
の
１

(亡
)名
久
井
申
松
の
法
定
相

続
人名
久
井
京
子

篠
原
ノ
ブ

天
野
ゆ
き
子

中
澤
ま
さ
子

青
森
県
弘
前
市
大
字
茂
森
新
町
一
丁
目
１
番
地
２

千
葉
県
松
戸
市
古
ケ
崎
３
丁
目
3284番

地
の
27

青
森
県
弘
前
市
大
字
松
原
西
一
丁
目
３
番
地
12

青
森
県
弘
前
市
大
字
稔
町
２
番
地
30

持
分
10分
の
１

鈴
木
麗
子

青
森
県
弘
前
市
大
字
大
清
水
字
上
広
野
38番
地
２

持
分
10分
の
１

(亡
)丹
藤
正
次
郎
の
法
定
相

続
人丹
藤
た
ま

丹
藤
潔

丹
藤
�

丹
藤
豊
司

丹
藤
良
雄

丹
藤
妙
子

上
記
不
在
者
財
産
管
理
人

後
藤
文
子

青
森
県
弘
前
市
大
字
福
村
字
新
舘
添
50番
地
８
福
寿
園

東
京
都
府
中
市
住
吉
町
２
丁
目
30番
地
都
営
15―
107

青
森
県
弘
前
市
大
字
田
町
四
丁
目
11番
地
９

大
阪
府
東
大
阪
市
吉
田
７
丁
目
８
番
８
号

青
森
県
弘
前
市
大
字
高
田
二
丁
目
15番
地
８
ハ
イ
ツ
サ
ン

グ
ロ
ー
リ
ア
Ｃ
―
102号

(昭
和
41年
６
月
20日
職
権
消
除
)

青
森
県
青
森
市
筒
井
２
丁
目
15番
22号

持
分
10分
の
１

(亡
)齋
藤
慶
助
の
法
定
相
続

人

� �
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公 示 に よ る 通 知

土 地 収 用 法 ( 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 二 百 十 九 号 ) 第 四 十 六 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 次 の

書 類 を 通 知 す る に 当 た り 、 通 知 を 受 け る べ き 者 の 住 所 、 居 所 そ の 他 通 知 す べ き 場 所 を

確 知 す る こ と が で き な い の で 、 土 地 収 用 法 施 行 令 ( 昭 和 二 十 六 年 政 令 第 三 百 四 十 二 号 )

第 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 公 示 に よ る 通 知 を 行 う 。

平 成 十 七 年 十 二 月 十 四 日

青 森 県 収 用 委 員 会 会 長 平 田 由 世

一 通 知 す べ き 書 類 の 名 称

審 理 の 開 始 に つ い て ( 通 知 )

二 通 知 を 受 け る べ き 者

別 表 の と お り

三 通 知 す べ き 書 類 の 保 管 場 所

青 森 県 県 土 整 備 部 監 理 課 内

四 そ の 他

一 の 書 類 は 、 平 成 十 八 年 一 月 五 日 を も っ て 通 知 が あ っ た も の と み な さ れ ま す 。

別表 通知を受けるべき者

青
森
県
報

平
成
17
年
12
月
14
日
水
曜
日

第
25
67
号

�
齋藤毅
齋藤勉

青森県弘前市大字自由ケ丘一丁目15番地３
東京都西東京市谷戸町２丁目１番75―242号

持分10分の１
(亡)澤田嘉四松の法定相
続人
澤田實
今井友子
澤田清

青森県弘前市大字千年四丁目６番地72
青森県弘前市大字富士見町11番地16
青森県弘前市大字川先三丁目４番地10

持分10分の１
(亡)鈴木善次郎の法定相
続人
鈴木勳雄
小峯友子
鈴木恒
鈴木佳秀

神奈川県相模原市上鶴間５丁目６番２―116号
東京都昭島市田中町１丁目24番11号
青森県黒石市松原54番地７
青森県弘前市大字小比内一丁目13番地29

持分10分の１
(亡)工藤源造の法定相続
人
工藤れい子
佐藤美恵子
藤田達�
工藤玲子
工藤正美
工藤軍造
上記不在者財産管理人
工藤晴美

青森県弘前市大字豊原一丁目３番地４ 弘前温清園
福島県白河市字関川窪85番地 市営７―406
千葉県佐倉市鏑木町67番地11
青森県弘前市大字千年四丁目９番地32
青森県弘前市大字千年四丁目９番地32
(昭和36年11月11日職権消除)
青森県弘前市大字千年四丁目９番地32

持分10分の１
所有者不明
ただし､ 土地登記簿の
氏名 村福次郎

住所不明
ただし､ 土地登記簿の住所 青森県弘前市大字富
田字大野12番地38

持分10分の１
根深イソ 青森県北津軽郡板柳町大字辻字岸田66番地 ケアハ

ウスいたや荘

持分10分の１
(亡)岡田勝雄の法定相続
人
岡田たみ
内田さつ子
工藤悦子

阿部むつ子
岡田正

青森県弘前市大字松原西二丁目15番地16
千葉県木更津市祇園２丁目７番３号
青森県弘前市大字桔梗野三丁目10番地１ 市営Ｃ―
406
千葉県市原市五井2278番地１
青森県弘前市大字松原西二丁目15番地16

氏 名 住 所 備 考

村 福次郎 青森県弘前市大字富田字大野12番地38 土地登記簿記載

�
�

( 発 行 所 ・ 発 行 人 )

青 森 市 長 島 一 丁 目 一 番 一 号

青 森 県

( 印 刷 所 ・ 販 売 人 )
青 森 市 第 二 問 屋 町 三 丁 目 一 番 七 七 号

東 奥 印 刷 株 式 会 社 定 価 小 口 一 枚 ニ 付 十 五 円 一 銭

毎 週 月 ・ 水 ・ 金 曜 日 発 行


